
５．民事事件数
   （単位：件）

１）この表は，枚方簡易裁判所が取り扱った民事及び行政に関する全事件についての件数である。

２）「訴訟」は、通常訴訟、手形・小切手訴訟、少額訴訟、少額訴訟に対する異議申立て、再審（訴訟）、控訴提　　起、少額異議判決に対する特別上告提起及び飛躍上告提起の事件をいう。

　　「その他」は，再審（抗告）、抗告提起、借地非訟、和解、督促、公示催告、保全命令、過料、共助、雑、少額　　債権執行の事件をいう。

資料：大阪地方裁判所事務局総務課

24 649 2,095 2,310 434 81 271

22 1,296 3,448 3,697 1,047 78 251

21 814 4,062 3,580 1,296 118 287

386平成20年 571 3,064 2,821 814 70

旧 受 新 受 既 済 未 済 旧 受 新 受
年 次  ・種 別

訴                                        訟      調                                        停

23 1,047 3,048 3,446 649 83 254



第16　治安及び災害

２）「訴訟」は、通常訴訟、手形・小切手訴訟、少額訴訟、少額訴訟に対する異議申立て、再審（訴訟）、控訴提　　起、少額異議判決に対する特別上告提起及び飛躍上告提起の事件をいう。

　　「その他」は，再審（抗告）、抗告提起、借地非訟、和解、督促、公示催告、保全命令、過料、共助、雑、少額　　債権執行の事件をいう。
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256 81 28 4,204 4,211


